
    予定基本価格及び最低制限基本価格の決定方法について 

 

                              平戸市 

 

 平戸市建設工事の予定価格等の決定等に係る事務処理要綱（平成 19 年平戸市告示第

98 号）第６条に規定する「別に定める方法」は次の方法によることとします。 

 

１．予定基本価格及び最低制限基本価格は、入札日前日までに契約担任者がパソコン

を用いて事前ランダム化し決定する。 

２．決定された予定基本価格及び最低制限基本価格は、同要綱第６条に規定する方法

により保存、封書する。 

３．実施時期 

   平成 22 年 10 月１日以降に公告又は指名通知する工事から実施する。 

４．その他 

１）予定基本価格（税込み）は、設計金額（税込み）に事前ランダム係数（甲）

を乗じて得た額とする。 

２）最低制限基本価格（税込み）は、最低制限設計価格（税込み）に事前ランダ

ム係数（乙）を乗じて得た額とする。 

３）事前ランダム係数の変動の範囲は次のとおりとする。 

    ランダム係数（甲）は、0.999～1.000 (－0.1％)の範囲 

ランダム係数（乙）は、1.000～1.001 (＋0.1％)の範囲 

４）最低制限設計価格（税込み）は、別途通知している「最低制限価格の取り扱

いについて」により算出する。 

５）予定基本価格及び最低制限基本価格は設計金額及び最低制限設計価格を基に

事前ランダム化により決定すること、及びその各事前ランダム係数の変動の範

囲は公表する。 

 なお、個別の入札案件における設計金額及び最低制限設計価格並びに事前ラ

ンダム係数は公表しないものとする。 

 


